
令和７(2025)年度 第１回みよし市まちづくり審議会 次第 

と き：令和７(2025)年４月１７日（木） 

午後１時 30 分から 

ところ：みよし市役所 

４階 ４０１会議室 

１ あいさつ 

２ 審議事項 

みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況に関する事項 

（条例第１０条第２項第５号に基づく審議） 

３ 報告事項 



１　特定開発事業
(1) 受付件数及び処理状況等

① 構想届出書 単位：件

10 9 1 0

② 開発計画書 単位：件

26 21 0 4 1 38.8

2 0
※1：意見内容　事業時の騒音、振動に対する苦情

③ 協議後開発計画書 単位：件

21 20 0 1 0 0 44.6

２　小規模開発事業
(1) 受付件数及び処理状況

単位：件

3 0
※1：変更内容 事業者の変更２件、事業期間及び事業内容の変更１件

④ 工事完了届 単位：件 59 59 0 0 0

(2) 小規模開発事業の内容

単位：件

20 2 0 0 18 211.0 1.0 0 土地利用誘導区域 　　内容 戸建て住宅 共同住宅 工場・倉庫 店舗 駐車場 農地改良 その他※1 合計

※1：令和５年度の検査済証の交付は２０件 26 1 1 28
※2：令和５年度の工事完了届受付から検査結果通知までの平均日数は４．１日 14 2 1 1 18

0

1 1

1 1 2

1 1

34 18 0 0 16 0

1 1 1 3
(2) 特定開発事業（開発計画書が提出された案件）の内容 単位：件 1 1 1 1 1 5

土地利用誘導区域　　　　　　内容 宅地造成 共同住宅 工場・倉庫 店舗 駐車場 農地改良 その他※1 合　計 1 1

1 1 0

1 1 40 5 2 5 5 0 2 59

2 2 ※1：その他 集落居住区域：変電所棟新築工事

1 1 1 3 自然保全区域：太陽光発電設備建設工事

0

1 1 ３　その他条例に基づく市長の事務に関する事項

1 2 3 (1) みよし市まちづくり土地利用条例第４５条

1 1 （特定開発事業を実施しようとする場合における第５章及び第６章の規定の適用）

0

0

1 1 2

1 6 1 1 3 12

2 5 8 4 4 0 3 26
※1：その他 指定なし：資材置場への用途変更１件、廃材置場への用途変更１件、社会福祉施設建築１件

みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況（令和６(2024)年４月１日～令和７(2025)年３月３１日受付分）は、次
のとおりです。

開発計画書受
付から検査結
果通知までの
平均日数

検査済証の交付 手続き中

取下げ

農業保全区域

住環境保全区域B・教育環境保全区域

住環境保全区域C

処　理　状　況

手続き中

集落居住区域

合　計

名古屋刑務所職員宿舎新営工事

協議後開発計
画書が提出さ
れていない

農業保全区域、教育環境保全区域、防災調整区域

処　理　状　況

自然保全区域

住環境保全区域C・教育環境保全区域

教育環境保全区域

住環境保全区域B

農業保全区域・防災調整区域

指定なし

合　計

住環境保全区域C

教育環境保全区域

住環境保全区域A、教育環境保全区域

住環境保全区域B

住環境保全区域B・教育環境保全区域

集落居住区域

防災調整区域
名古屋刑務所長（法務省）

特定開発事業の内容 事業者（公的な団体）

1 手続き中

件　　数

農業保全区域

命令をしないと
した件数

助言・勧告しな
いとした件数

処　理　状　況
命令の有無の
通知までの平
均日数

中止･変更等の
命令をしない

中止･変更等
の命令をする

措置実施計
画書の提出

取下げ

住環境保全区域A

事業中

変更開発計画書
の提出

受付件数

処　理　状　況
助言・勧告の
有無の通知ま
での平均日数

住環境保全区域C・教育環境保全区域

助言･勧告
しない

助言･勧告
する

令和５年度事業
中だった件数

手続き中 取下げ

上表の内、意見
書の提出及び公
聴会の請求がな
された件数

意見書の提出

変更開発計画書
及び措置実施計
画書の提出がな
された件数

工事完了届受
付から検査結
果通知までの
平均日数

工事の停止等
の命令がなさ
れた件数

取下げ

処　理　状　況

検査済証の交付 手続き中 取下げ 事業中

住環境保全区域A・教育環境保全区域

住環境保全区域A

受付件数

処　理　状　況

令和６(2024)年度みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況

処　理　状　況

開発計画書が提出
された

開発計画書が
提出されてい
ない

受付件数

手続き中

助言・勧告
しない

助言・勧告
する

公聴会開催
請求

取下げ

0 0 0 0 0 0 0 0
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【資料１】



みよし市まちづくり土地利用条例の一部改正新旧対照表

改正案 現行

（定義） （定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 第2条 同左 

(1) 略 (1) 略

(2) 特定開発事業 次に掲げる開発事業をいう。ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る開発事業を除く。 (2) 同左

ア 略 ア 略

イ 次のいずれかに該当する建築物の建築 イ 同左

(ア) 略 (ア) 略

(イ) 共同住宅等で予定建築物の住戸及び住室（以下「住戸等」という。）の数が6以上のもの (イ) 共同住宅で予定建築物の計画住戸が6戸以上のもの

(ウ) 略 (ウ) 略

ウ以下 略 ウ以下 略

(3)及び(4) 略 (3)及び(4) 略

(5) 住戸 1又は2以上の世帯が他と独立して生活を営むための建築物又は建築物の一部をいい、専用の居住室、

台所、便所及び出入口（居住者又は訪問者がいつでも行き来できる共用の廊下等に面する出入口を含む。）を有

しているものをいう。

(5) 共同住宅 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類す

る用途に供する建築物及び長屋で住戸の数が3以上のものをいう。

(6) 住室 住戸の要件のうち、専用の台所、便所及び出入口の全部又は一部を有していないものをいう。

(7) 共同住宅等 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類

する用途に供する建築物及び長屋で住戸等の数が3以上のものをいう。

(8) 略 (6) 略

(9) 略 (7) 略

(10) 略 (8) 略

(11) 略 (9) 略

(12) 略 (10) 略

(13) 略 (11) 略

(14) 略 (12) 略

(15) 略 (13) 略

（開発計画の説明等） （開発計画の説明等）

第18条 事業者は、開発計画書を提出した後、速やかに、近隣住民及び地縁団体等代表者に対し、規則で定めると

ころにより、開発計画の概要その他規則で定める事項を書面及び図面を用いて具体的かつ平易に説明し、意見を

聴かなければならない。

第18条 事業者は、開発計画書を提出した後、速やかに、近隣住民に対し、規則で定めるところにより、開発計画

の概要その他規則で定める事項を書面及び図面を用いて具体的かつ平易に説明し、意見を聴かなければならない。 

2 略 2 略 

3 第1項の規定は、前条第2項に規定する開発計画書の縦覧期間中に、開発計画について周辺住民から説明を求めら

れた場合に準用する。

3 第1項の規定は、前条第2項に規定する開発計画書の縦覧期間中に、開発計画について周辺住民又は地縁団体等代

表者から説明を求められた場合に準用する。

4以下 略 4以下 略 
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みよし市まちづくり土地利用条例の一部改正新旧対照表

改正案 現行

（自動車駐車場） （自動車駐車場）

第33条 事業者は、住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、予定建築物の1住戸又は1住室に対し1台以

上の自動車駐車場を、規則で定める基準により、開発区域内に設置しなければならない。ただし、共同住宅等の

建築を目的とする特定開発事業で、次に掲げる場合は、この限りでない。

第33条 事業者は、住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、予定建築物の計画住戸1戸に対し1台以上

の自動車駐車場を、規則で定める基準により、開発区域内に設置しなければならない。ただし、共同住宅の建築

を目的とする特定開発事業で、敷地の形状等の理由から開発区域内に全部の自動車駐車場を設置することが困難

な場合は、規則で定める基準により、開発区域外にその一部を設置することができる。

(1) 敷地の形状等の理由から開発区域内に全部の自動車駐車場を設置することが困難な場合において、規則で定

める基準により、開発区域外にその一部を設置する場合

(2) 利用形態からみて、規則で定める基準により、予定建築物の1住戸又は1住室に対し1台以上の自動車駐車場

を敷地内に設置する必要がないと市長が認める場合

（緑化） （緑化）

第34条 事業者は、共同住宅等の建築を目的とする特定開発事業又は開発区域の面積が3,000平方メートル以上の特

定開発事業（住宅の建築を目的とする特定開発事業及び土地の区画形質の変更又は木竹の伐採のみを行う特定開

発事業を除く。）を行う場合は、開発区域内の敷地に当該開発区域の面積の5パーセント以上の植栽をしなければ

ならない。

第34条 事業者は、共同住宅の建築を目的とする特定開発事業又は開発区域の面積が3,000平方メートル以上の特定

開発事業（住宅の建築を目的とする特定開発事業及び土地の区画形質の変更又は木竹の伐採のみを行う特定開発

事業を除く。）を行う場合は、開発区域内の敷地に当該開発区域の面積の5パーセント以上の植栽をしなければな

らない。

（道路） （道路）

第35条 事業者は、予定建築物の住戸等の数が30以上の共同住宅等の建築を目的とする特定開発事業を行う場合に

おいて、開発区域の主要な出入り口が接する前面道路（開発区域に接する部分に限る。）及び前面道路から開発区

域外の所定の道路（車両が2方向以上に分散、待機及び迂回できる幅員6メートル以上の道路をいう。）までの一定

区間の道路の幅員が別表第1に掲げる予定建築物の住戸等の数に対応する道路の幅員に満たない場合は、当該特定

開発事業に伴い同表に掲げる予定建築物の住戸等の数に対応する道路の幅員に拡幅しなければならない。

第35条 事業者は、予定建築物の計画住戸が30戸以上の共同住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合にお

いて、開発区域の主要な出入り口が接する前面道路（開発区域に接する部分に限る。）及び前面道路から開発区

域外の所定の道路（車両が2方向以上に分散、待機及び迂回できる幅員6メートル以上の道路をいう。）までの一

定区間の道路の幅員が別表第1に掲げる予定建築物の計画住戸に対応する道路の幅員に満たない場合は、当該特定

開発事業に伴い同表に掲げる予定建築物の計画住戸に対応する道路の幅員に拡幅しなければならない。

2 略 2 略 

（ごみ集積施設） （ごみ集積施設）

第40条 事業者は、予定建築物の住戸等の数が6以上の住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、開発区

域内に、規則で定める基準により、ごみ集積施設を設置しなければならない。ただし、開発区域周辺のごみ集積

施設の設置状況から市長が設置の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

第40条 事業者は、予定建築物の計画住戸が6戸以上の住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、開発区

域内に、規則で定める基準により、ごみ集積施設を設置しなければならない。ただし、開発区域周辺のごみ集積

施設の設置状況から市長が設置の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

別表第1（第35条関係） 別表第1（第35条関係） 

予定建築物の住戸等の数 道路の幅員

30以上50未満 4メートル以上 

50以上 6メートル以上 

予定建築物の計画住戸 道路の幅員

30戸以上50戸未満 4メートル以上 

50戸以上 6メートル以上 

【資料２】
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附記 1 条例第２条第５号の改正において、住戸及び住室の定義を詳細に記載すること。 

（前回の改正案） 

(5) 共同住宅 建築基準法第 2条第 2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物及び長屋で住戸（寄宿舎又

は下宿等にあっては住室）の数が 3以上のものをいう。 

(5) 住戸 1 又は 2 以上の世帯が他と独立して生活を営むための建築物又は建築物の一部をいい、専用の居住室、台所、便所及び出入口（居住者又は訪問者がいつ

でも行き来できる共用の廊下等に面する出入口を含む。）を有しているものをいう。 

(6) 住室 住戸の要件のうち、専用の台所、便所及び出入口の全部又は一部を有していないものをいう。

附記 2 条例第 33 条第２号の改正において、「自動車駐車場」を「予定建築物の計画住戸 1 戸（寄宿舎又は下宿等にあっては 1 住室）に対し 1 台以上の自動車駐車

場」に修正すること。 

（前回の改正案） 

第 33 条 事業者は、住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、予定建築物の計画住戸 1戸（寄宿舎又は下宿等にあっては 1住室）に対し 1台以上の自動

車駐車場を、規則で定める基準により、開発区域内に設置しなければならない。ただし、共同住宅の建築を目的とする特定開発事業で、次に掲げる場合は、この限り

でない。 

(1) 敷地の形状等の理由から開発区域内に全部の自動車駐車場を設置することが困難な場合において、規則で定める基準により、開発区域外にその一部を設置する

場合 

(2) 利用形態からみて、規則で定める基準により、自動車駐車場を敷地内に設置する必要がないと市長が認めた場合

第 33 条 事業者は、住宅の建築を目的とする特定開発事業を行う場合は、予定建築物の 1住戸又は 1住室に対し 1 台以上の自動車駐車場を、規則で定める基準によ

り、開発区域内に設置しなければならない。ただし、共同住宅等の建築を目的とする特定開発事業で、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 敷地の形状等の理由から開発区域内に全部の自動車駐車場を設置することが困難な場合において、規則で定める基準により、開発区域外にその一部を設置

する場合 

(2) 利用形態からみて、規則で定める基準により、予定建築物の 1 住戸又は 1 住室に対し 1 台以上の自動車駐車場を敷地内に設置する必要がないと市長が認め

る場合 

【資料３】


	第１回まちづくり審議会資料.pdf
	01 次第（R７）

	【資料１】(資料差替)R6条例施行状況.pdf
	R６

	第１回まちづくり審議会資料
	バインダー3.pdf
	【資料２】みよし市まちづくり土地利用条例の一部を改正する条例.pdf
	【資料３】附記1、２.pdf





